
ー
プ
に
あ
り
ま
す
。（
市
役
所
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
）

申
請
・
問
合
せ
先

市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
227
・
217
）

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の

保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

（
国
民
保
護
法
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

外
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
や
大
規
模
テ
ロ

な
ど
が
万
が
一
発
生
し
た
場
合
、
国
民

の
生
命
や
身
体
・
財
産
を
保
護
し
、
国

民
の
生
活
な
ど
に
及
ぼ
す
影
響
を
最
小

限
に
す
る
た
め
、
市
で
は
、
住
民
の
避

難
、
避
難
住
民
な
ど
の
救
援
、
武
力
攻

撃
事
態
な
ど
へ
の
対
処
に
関
す
る
措
置

に
つ
い
て
、
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
計
画
素
案
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
の
で
、
こ
の
素
案
に
対
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

計
画
素
案
の
閲
覧
場
所

市
役
所
3
階

生
活
安
全
グ
ル
ー
プ
、
各
地
区
公
民

館
、
図
書
館
、
い
き
い
き
広
場
ま
た

は
市
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
の
応
募
方
法

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、

電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
ま

た
は
窓
口
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
期
間

12
月
1
日
（金）
〜
28
日
（木）

※
12
月
28
日
の
消
印
ま
で
有
効
。

注
意
事
項

・
意
見
の
提
出
様
式
は
自
由
で
す
が
、

①
氏
名
②
住
所
③
電
話
番
号
④
ど
の

部
分
に
つ
い
て
の
意
見
か
⑤
意
見
の

内
容
と
そ
の
理
由
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。（
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
は
、

こ
の
意
見
募
集
に
係
る
目
的
以
外
に

は
利
用
し
ま
せ
ん
）

・
電
話
な
ど
に
よ
る
口
頭
で
の
意
見
提

出
は
、
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

・
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
は
、
計
画
作

成
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
提
出
し
た
ご
意
見
に
対
す
る

個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
合
せ
先

〒
444
ー
1
3
9
8
（
住
所
不
要
）

市
役
所
生
活
安
全
グ
ル
ー
プ

T
52
ー
1
1
1
1
（
内
線
322
・
332
）

FAX
52
ー
1
1
1
0

a
n
ze
n
@
c
ity.ta

ka
h
a
m
a
.lg
.jp

子
育
て
に
か
か
る
経
済
的
支
援
と
未

来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
を

支
援
す
る
た
め
、
医
療
費
の
助
成
枠
を

平
成
18
年
10
月
診
療
分
か
ら
拡
大
し
ま

し
た
。

助
成
対
象
年
齢

4
歳
誕
生
月
の
翌
月

1
日
か
ら
、
義
務
教
育
終
了
ま
で

(

中
学
校
卒
業
の
3
月
31
日
ま
で)

助
成
範
囲

保
険
が
適
用
さ
れ
る
入
院

医
療
費
・
通
院
医
療
費
お
よ
び
通
院

診
療
に
お
け
る
薬
剤
費

助
成
額

保
険
診
療
自
己
負
担
金
の
3

分
の
2
の
金
額
を
申
請
し
た
翌
月
末

に
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
健
康
保
険
か
ら
高
額
療
養
費
や
付
加

給
付
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
診
療
自

己
負
担
分
よ
り
そ
の
支
給
額
を
除
い

た
額
の
3
分
の
2
の
金
額

申
請
時
期

1
か
月
ご
と
、
ま
た
は
数

か
月
ま
と
め
て
の
申
請
で
も
結
構
で

す
。

※
申
請
す
る
月
の
前
月
の
受
診
分
ま
で

の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

医
療
費
助
成
を
申
請
す
る
と
き
の
持
ち

物

医
療
機
関
、
調
剤
薬
局
な
ど
の
領

収
書
、
健
康
保
険
証
、
通
帳
な
ど
振

込
先
の
分
か
る
も
の(

郵
便
局
以
外

の
金
融
機
関)

、
認
印
、
子
育
て
支

援
医
療
費
支
給
申
請
書
お
よ
び
子
育

て
支
援
医
療
費
支
給
明
細
書

※
申
請
書
は
、
市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
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義
務
教
育
終
了
ま
で

子
育
て
支
援

医
療
費
対
象
年
齢
を

拡
大
し
ま
し
た

高
浜
市
国
民
保
護
計
画

素
案
に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す


